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令和２年２月21日版 

 
令和２年２月17日付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」に基づき作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●風邪の症状や発熱（37.5度以上）が4日以上続く方 

（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

●発熱（37.5 度以上）かつ呼吸

器症状があり、①又は②の方 

①発症前14日以内に、湖北省・

浙江省から帰国・入国 

②発症前14日以内に、湖北省・

浙江省から帰国・入国した

方と濃厚接触歴がある 

必要に応じて、受診医療機関への紹介 

保健所が医療機関と調整を行う。 

「新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口」 

（帰国者・接触者相談センター）（長野市保健所） 

平日の日中：０２６－２２６－９９６４ 

夜間・休日：０２６－２２６－４９１１ 
 

マスクを着用し、一般の医療機関

またはかかりつけ医を受診 

【問い合わせ先】長野市保健所健康課感染症対策担当 
TEL ０２６－２２６－９９６４ 
FAX ０２６－２２６－９９８２ 

●以下の方は、発熱が2日以上続く時 

・高齢者 

・糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）

の基礎疾患がある、透析を受けている、

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている 

・妊婦 
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